
1 

 

平成２８年度 新司法試験論文式試験 選択科目－倒産法 第 2問 

小松・前嶋 

次の事例について，以下の設問に答えなさい。 

【事 例】 Ｘ社は，平成９年に設立された建設資材の輸入・販売を業とする株式会社である。Ａは，Ｘ社 

の代表取締役であり，同社に自己資金を貸し付け，これを運転資金に充てていた。Ｙ社は，Ｘ社の発行

済株式の７０パーセントを有するいわゆる支配株主であり，同社に運転資金も融通していた。Ｂは，Ｙ

社の代表取締役であり，同社の発行済株式の全てを有している。Ｚ社は，同じくＢが代表取締役を務め

る建設会社であり，Ｘ社の得意先である。Ｘ社とＺ社との取引は，Ｂの主導によって開始されたもので

あり，Ｘ社のＺ社に対する平成２５年３月末期の売上は，Ｘ社の総売上高の３０パーセント余りを占め

ていた。Ｘ社は，平成２５年末頃から始まった円安の影響を受けて業績不振に陥っていたところ，平成

２６年３月に入ると，Ｚ社がＢの放漫経営により破綻したため，同社に対する売掛金の回収ができなく

なった。その結果，Ｘ社は，同月末日の資金繰りに窮することとなった。Ｘ社は，以上のような経緯か

ら，破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとして，平成２６年３月２０日に再生手続開

始の申立てをした。同日，Ｘ社について監督命令が発せられ，弁護士Ｋが監督委員に選任された。平成

２６年３月２８日，Ｘ社について再生手続開始の決定がされた。 

〔設 問〕 

１．Ｘ社は，Ｚ社に代わる新たな得意先を獲得する見込みの下で事業計画を作成し，この事業計画が実

現可能であり，計画弁済の履行が可能であると見込まれたことから，平成２６年７月７日，裁判所に

対し，再生債権者の権利の変更に関する定めとして下記の条項のある再生計画案（以下「本件再生計

画案」という。）を提出した。 

記 

１ 確定再生債権額  

元本並びに再生手続開始決定日の前日までの利息及び遅延損害金 合計２億０１２１万７５９１

円  

再生手続開始決定日以降の利息及び遅延損害金 合計３２万６０５５円及び額未定  

なお，未確定の再生債権及び不足額が確定していない別除権付債権はない。  

２ 権利変更の一般的基準  

① 全ての確定再生債権につき，再生手続開始決定日以降の利息及び遅延損害金は，再生計画の認

可の決定が確定した時（以下「認可決定確定時」という。）に全額の免除を受ける。 

② 確定再生債権の元本並びに再生手続開始決定日の前日までの利息及び遅延損害金の合計額は，

次の③及び④の確定再生債権を除き，１０万円までの部分は免除を受けず，１０万円を超える部

分は認可決定確定時にその８０パーセントの免除を受ける。  

③ Ａの確定再生債権のうち，元本並びに再生手続開始決定日の前日までの利息及び遅延損害金の
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合計額は，認可決定確定時にその全額の免除を受ける。  

④ Ｙ社の確定再生債権のうち，元本並びに再生手続開始決定日の前日までの利息及び遅延損害金

の合計額は，１０万円までの部分は免除を受けず，１０万円を超える部分は認可決定確定時にそ

の８５パーセントの免除を受ける。 

３ 弁済方法  

権利変更後の金額のうち，１０万円までの部分は，再生計画の認可の決定が確定した日から１か

月を経過した日の属する月の末日までに支払い，その余の部分は，１０回に均等分割して平成２７

年から平成３６年まで毎年４月末日限り支払う。  

４ 個別条項 （略） 

 

本件再生計画案の提出を受けた裁判所は，これを決議に付する旨の決定をすることができるか。本件

再生計画案２①から④までの各条項について，民事再生法上の問題点を踏まえて，論じなさい。なお，

各条項はいずれも民事再生法第１７４条第２項第４号には該当しないこと，Ａは２③の免除に同意して

いること，Ｙ社は２④の免除には同意していないことを前提とする。  

 

２．本件再生計画案は，平成２６年７月１４日，決議に付する旨の決定がされ，同年９月３日に開催さ

れた債権者集会において可決された（以下，可決された本件再生計画案を「本件再生計画」という。）。

同日，本件再生計画について認可決定がされ，同月２９日に確定した。Ｘ社は，本件再生計画の認可決

定が確定した後も，事業計画で見込んでいたＺ社に代わる新たな得意先の獲得ができなかったことなど

から，事業計画どおりには業績を上げることができなかった。そのため，Ｘ社は，平成２７年４月末日

までの本件再生計画に基づく弁済は何とか行ったものの（総額５２０万４０００円），平成２８年１月

末日現在，同年４月末日の弁済の見込みは立たなかった。とりわけ，最も大口の債権を有するＧ銀行（確

定再生債権額８０００万円）に対する弁済資金の確保は困難であることが判明した。 

 ⑴ 再生計画認可後の再生手続においてＸ社及びＫが果たすべき役割について述べた上で，Ｘ社として

採り得る方策を論じなさい。 

⑵ Ｇ銀行は，本件再生計画に基づき，平成２７年４月末日までに合計１６９万８０００円の弁済を受

けたものの，結局，平成２８年４月末日に支払われるべき１５９万８０００円の弁済は受けられなか

った。この場合にＧ銀行として採り得る方策を論じなさい。 

（法務省ＨＰより引用 http://www.moj.go.jp/content/001182603.pdf） 

 

【解答例】 

第１ 設問１について 

   まず，Ｘの自主再建による事業計画は，実現可能で有り，計画弁済の履行が可能であると

http://www.moj.go.jp/content/001182603.pdf
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見込まれているので，「再生計画が遂行される見込みがない」（民事再生法第１７４条第２

項第２号）とはいえず，また本件再生計画の各条項はいずれも同項第４号の清算価値保障原

則は問題とならないとされている。 

もっとも，再生計画による権利の変更については，原則として，再生債権者間では平等で

なければならないところ（同法第１５５条第１項本文），本件再生計画案２①ないし④にか

かる権利変更の内容は，債権の全部または一部の免除等の点で，すべての再生債権者間で同

じではない。そこで，本件再生計画案２①ないし④は，「再生計画が法律の規定に違反」し

ている（同法第１７４条第２項第１号本文）として，同法第１６９条第１項第３号により，

裁判所は本件再生計画案を決議に付する旨の決定をすることができないのではないか。 

 １ 本件再生計画案２①について 

   同①は，再生手続開始決定日以降の利息及び遅延損害金につき，全額の免除を受けるとし

ており，同②と権利変更の内容を異にしている。しかし，当該利息等は同法第８４条第２項

第１号及び同第２号にかかる請求権であるので，同①は，「第８４条第２項に掲げる請求権

について別段の定めをし」たといえる（同法第１５５条第１項但書）。 

 ２ 本件再生計画案２②について 

   同②は，確定再生債権について，１０万円までの部分は免除を受けないとしており，１０

万円を超える部分と権利変更の内容を異にしている。しかし，１０万円以下は一般的に少額

といえ，同②は，「少額の再生債権･･･について別段の定めをし」たといえる（同但書）。 

   したがって，同②について「再生計画が法律の規定に違反」しているとはいえない。 

 ３ 本件再生計画案２③について 

   同③は，Ａの確定再生債権について，全額の免除を受けるとしており，同②の権利変更の

内容よりも，Ａにとって不利益な権利変更の内容となっている。しかし，当該権利変更の内

容についてＡは同意しているので，同③は，「不利益を受ける再生債権者の同意がある場

合･･･について別段の定めをし」たといえる（同但書）。 

 ４ 本件再生計画案２④について 

 (1) 同④は，Ｙ社の確定再生債権について，１０万円を超える部分は８５パーセントの免除を

受けるとしており，同②の権利変更の内容よりも，Ｙ社にとって不利益な権利変更の内容と

なっている。そして，当該権利変更の内容について，Ｙ社は同意していない。そこで，当該

権利変更の内容が「これらの者の間に差を設けても衡平を害しない」（同但書）といえるか

が問題となる。 

 (2) 同但書の趣旨は，再生債権者間の平等原則（同項本文）を形式的に貫くと衡平を害する場

合があるので，差を設けても衡平を害しない場合につき例外を認めることにある。したがっ

て，「これらの者の間に差を設けても衡平を害しない」とは，実質的衡平を害しない場合を

★この２①②は，再生

計画で定める典型的な

条項。その他の設問も

基本的なものが多く

（過去に出題されてい

るもの（平成２４年第

２問－設問２）とも一

部重複している），良問

といえよう。 

「倒産処理法入門 第

3 版」１６８頁以下，

１７３頁，「ロースクー

ル倒産法」２３３頁以

下，「Ｑ＆Ａ民事再生法

〈第 2版〉」３８２頁以

下，「条解 民事再生法 

［第２版］」７３５頁以

下，「裁判実務シリーズ

4 民事再生の手引」２

７７頁以下。 
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いう。 

   Ｘ社が資金繰りに窮することとなった原因は，Ｘ社の得意先であるＺ社がその代表取締役

Ｂの放漫経営により破綻し，同社に対する売掛金の回収ができなくなったことにある。Ｂは

Ｙ社の代表取締役でもあり，かつ同社の発行済株式の全てを有している者であるから，Ｙ社

の再生債権を他と平等に取り扱うことは，かえって衡平を害する。 

また，Ｙ社はＸ社の発行済株式の７０パーセントを有する支配株主であり，Ｘ社に対する

運転資金の融通は，実質的には出資としてなされたといえ，一般的な貸付けとは性質が異な

るので，当該再生債権を他の再生債権者に対する免除率より劣後的に扱うことも許容される。 

以上より，当該権利変更の内容は，実質的衡平を害しないといえ，「これらの者の間に差

を設けても衡平を害しない」といえる。 

 ５ 結論 

   本件再生計画案２①ないし④は，「再生計画が法律の規定に違反」している（同法第１７４

条第２項第１号本文）とはいえず，同法第１６９条第１項第３号に該当しないので，裁判所

は，同法第１６９条第１項第１号，第２号及び第４号に該当する場合を除いて，本件再生計

画案を決議に付する旨の決定をすることができる。 

 

第２ 設問２について 

 １ 小問(1)について 

 (1) Ｘ社及びＫが果たすべき役割 

   Ｘ社は再生債務者であるので，本件再生計画の遂行義務を負う（同法第１８６条第１項）。    

また，Ｋは監督委員であるので，Ｘ社の再生計画の遂行を監督すべき役割を担っている（同

条第２項）。監督委員は，再生債務者の業務および財産の状況につき報告を求め，再生債務

者の帳簿，書類その他の物件を検査することができる（同法第５９条第１項）ところ，Ｋは

この調査権を行使し，本件再生計画の履行状況を報告させ，資料の提出を求めたり検査した

りし，計画遂行の可能性を監督する。 

 (2) Ｘ社として採り得る方策 

   Ｘ社は，本件再生計画の認可決定が確定した後も，事業計画で見込んでいたＺ社に代わる

新たな大口得意先の獲得ができなかったことから，平成２８年１月末日現在，同年４月末日

の弁済の見込みが立っておらず，計画の遂行が困難となっている。そこで，Ｘ社としては，

まず，同法第１８７条第１項により，本件再生計画の変更の申立てをすることが考えられる。 

   また，再度の減免を得ることを内容とする本件再生計画の変更が不可能である場合には，

「再生計画が遂行される見込みがないことが明らか」であるとして，同法第１９４条による

再生手続廃止の申立てをすることが考えられる。 

「倒産処理法入門 第

3版」１７８頁以下，「ロ

ースクール倒産法」２

３３頁以下，「Ｑ＆Ａ民

事再生法〈第 2版〉」４

３９頁以下，「条解 民

事再生法 ［第２版］」

８６７頁以下。 

★過去に出題されてい

るもの（平成２３年第２

問－設問２）とも一部重

複している。 

「倒産処理法入門 第 3

版」１７９頁以下，「ロ

ースクール倒産法」２３

３頁以下，「Ｑ＆Ａ民事

再生法〈第 2 版〉」４４

１頁以下，「条解 民事

再生法 ［第２版］」８

７０頁以下，８７７頁以

下，９０７頁以下。 
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 ２ 小問(2)について 

   再生債権者であるＧ銀行は，平成２８年４月末日に支払われるべき１５９万８０００円の

弁済を受けることができなかった。そこで，Ｇ銀行は，本件再生計画変更の申立て（同法第

１８７条第１項）をすることが考えられる。 

   また，本件再生計画の定めによって認められた権利の全部（履行された部分を除く）は１

億９６３３万９６４６円であり，Ｇ銀行は７８３０万２０００円の権利を有しているところ，

これは本件再生計画の定めによって認められた権利の全部の１０分の１以上である（同法第

１８９条第３項）。そこで，Ｇ銀行は，本件確定再生債権再生手続の継続を望まず，破産手

続への移行を望む場合には，「再生債務者が再生計画の履行を怠った」として，本件再生計

画の取消しの申立て（同法第１８９条第１項第２号）をすることが考えられる。  

  

      以上 

 


